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ICT活用工事の推進
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ＩＣＴ活用工事の実施件数

工 種 区分 Ｈ２９ Ｈ３０ R元 R2 R3 R4

①ICT土工
指定型 4（4） 4（4） 47（47） 50（50） 29（29） 29（29）

希望型 5（65） 11（50） 45（157） 78（302） 55（241） 55（204）

②ICT土工（河川堆積土砂撤去） 指定型 － 25（25） 20（20） 49（49） 42（42） 18（18）

③ICT舗装工（路盤）
指定型 － 0（0） 6（6） 4（4） 5（5） 3（3）

希望型 － 1（4） 7（33） 6（70） 9（76） 11（79）

④ICT舗装工（修繕） 希望型 － － 2（2）※1 1（39） 2（48） 2（29）

⑤ICT河川浚渫工
指定型 － 0（0） 1（1） 3（3） 1（1） 2（2）

希望型 － － 0（1） 1（1） 1（1） 0（0）

⑥ICT地盤改良工 希望型 － － 0（3） 0（5） 0（10） 2（11）

⑦ICT法面工 希望型 － － 0（0） 8（50） 14（61） 3（47）

⑧ICT構造物工 希望型 － － － － － 0（7）

計
9

（69）
41

（83）
128

（270）
200

（573）
158

（514）
125

（429）

令和５年３月末時点 単位：件、(  )内は発注件数

⑨ICT作業土工（床掘）
ICT土工の
関連工種

－ － 0 14 7 3

⑩ICT付帯構造物設置工
ICT土工・舗装
工（路盤）の
関連工種

－ － 0 1 0 2

計 － － 0 15 7 5

※１：R元年度はモデル工事で実施



ＩＣＴ活用工事の効果

■ ICT土工における延べ作業時間の削減効果
・従来施工と比べ、延べ作業時間が約３割削減

［出典］H29～R２に実施した兵庫県発注ICT土工活用工事のうち40件のアンケート結果を集計（R3年7月現在）
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ＩＣＴ活用工事の効果

［出典］H29～R２に実施した兵庫県発注ICT土工
活用工事のうち40件のアンケート結果を
集計（R3年7月現在）

■ ICT土工における作業別の延べ作業時間の削減効果
・従来施工と比べ、機械による作業時間が約２割削減、
それ以外の作業時間が約１割削減
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ＩＣＴ活用工事 普及拡大の取組

研修の様子（現場） 研修の様子
（３次元データ作成）

技術者育成の取組み（研修実績） 令和５年３月末時点

内 容 Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

受
注
者

ICT活用工事研修会
・ICT活用工事の概要等全般的な内容

484人
(21回)

163人
(8回)

－
89人

（1回）
－

３次元データ作成研修会
・PCを使った実技講習

73人
（6回）

280人
(10回)

144人
(10回)

93人
(6回)

61人
(2回)

ICT活用工事体験会
・ICT建機、ICT測量機器の実機体験

－
43人

（2回）
－

94人
(11回)

－

発
注
者

ICT活用工事研修会
・ICT活用工事の概要、施工管理の
ポイント

－ 52人 219人 234人 29人※
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i-Constructionの推進

［出典］第１回 ICT普及促進WG資料（令和3年8月27日 国交省） 8



ＩＣＴ活用工事とは？

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律
（施行：令和元年6月14日）

第七条（発注者の責務）
八 公共工事等の監督及び検査並びに施工状況等の確認及び評価に当たっては、
情報通信技術の活用を図るとともに、必要に応じて、発注者及び受注者以外の者
であって専門的な知識又は技術を有するものによる、工事等が適正に実施されて
いるかどうかの確認の結果の活用を図るよう努めること。

第八条（受注者の責務）
三 受注者（受注者となろうとする者を含む。）は、契約された又は将来実施す
ることとなる公共工事等の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、情報通
信技術を活用した公共工事等の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者、
技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間その他の労
働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。

情報通信技術＝
ICT（ Information and Communication Technology）
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i-Constructionの推進

［出典］ ICT導入協議会（第15回）資料（令和4年7月28日 国交省） 10



ＩＣＴ活用工事の概要

［出典］第1回ICT導入協議会資料（平成28年2月5日 国交省） 11



ＩＣＴ活用工事の概要

ICT活用工事＝➀～⑥のプロセスでICTを活用する工事

❹ ３次元出来形管理資料等の作成

❷３次元設計データ作成❶３次元起工測量

➎出来形確認及び検査 ❻納品

❸ ICT建設機械による施工
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ＩＣＴ活用工事の概要
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ＩＣＴ活用工事の発注区分
工種 発注者指定型 受注者希望型

① ICT土工 土工量5,000m3以上 対象工種全て

② ICT土工
（河川堆積土砂撤去）

設計金額2,000万円以上かつ
施工箇所1箇所あたり土工量1,000m3
以上の河川堆積土砂撤去工事

―

③ ICT舗装工（路盤）
発注者が選定かつ
舗装面積2,000m2以上

対象工種全て

④ ICT舗装工（修繕） ― 対象工種全て

⑤ ICT河川浚渫工
設計金額5,000万円以上
かつ浚渫土量2,000m3以上

対象工種全て

⑥ ICT地盤改良工 ― 対象工種全て

⑦ ICT法面工 ― 対象工種全て

⑧ ICT構造物工
（橋脚・橋台・基礎工・擁壁工）

― 対象工種全て

⑨ ICT作業土工（床掘） ICT土工の関連工種

⑩ ICT付帯構造物設置工 ICT土工もしくはICT舗装工（路盤）の関連工種
15



施工プロセスの選択

● 施工プロセス①～⑥のうち、生産性向上が見込めるプロセスを
選択してＩＣＴを活用

①3次元起工測量

②3次元設計データ作成

③ICT建設機械による施工

④3次元出来形管理

⑤出来形確認および検査

⑥納品

＜施工プロセスの選択（例）＞

・選択にあたっては、受発注者間の協議により決定
・原則、複数プロセスを選択（ICT建機による施工
のみを選択する場合以外）

例１）①→②→④→⑤→⑥
施工量が少なくICT建機を使用すると非効率

例２）③
3次元出来形管理を行うことが非効率

※斜面を切り下げながら法面処理を行う場合等出来型管理が複数回

に渡り一度の計測面積が限定される 等

例３）②→③→④→⑤→⑥
3次元起工測量を行うことが非効率

※全面除雪が必要になる場合 等 16

①発注者指定型

②受注者希望型

● 全ての施工プロセス（①～⑥）においてＩＣＴを活用

★但し、ICT土工（河川堆積土砂撤去）は施工プロセスを選択して実施



試行方針、試行要領、監督・検査の基準

★試行方針は、兵庫県HPに掲載

17

①試行方針

②試行要領

ＩＣＴ活用工事を実施した場合の対象工種の監督・検査は、国土交
通省が定めた基準※により行う ※適用する国土交通省の基準は、各工種の試行要領に記載

・３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編
・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の

監督・検査要領（土工編）（案）
・地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
など

★監督・検査の基準は、国土交通省HPに掲載（兵庫県ＨＰよりリンク有り）

試行方針に基づき、ＩＣＴ活用工事の試行に取り組む
・土木部発注工事におけるＩＣＴ活用工事の推進に関する試行方針

③監督・検査の基準

★試行要領は、兵庫県HPに掲載

各工種、発注区分ごとの試行要領に基づき、ＩＣＴ活用工事を実施
・ICT土工の試行要領【発注者指定型】
・ICT土工の試行要領【受注者希望型】

・ICT土工（河川堆積土砂撤去）の試行要領【発注者指定型】 など



令和５年度 主な改定のポイント

【改定概要】

①ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ土工）の試行要領【受注者希望型】

・土量1000ｍ3未満における対象工種に、側溝工（暗渠工）、暗渠工を追加

②ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台・橋梁上部・基礎工・擁壁工））の

試行要領【受注者希望型】

・対象工種に橋梁上部（鋼橋上部、コンクリート橋上部）を追加

③土木部土木請負工事成績評定の実施要領改定に伴い工事成績の「創意工夫」項目で
の

加点を下表のとおり変更

④国交省が定めた基準書類の追加及び削除に伴う変更

実施内容 現在 変更後

全ての施工プロセスで実施 ５点 ２点

施工プロセスを選択して実施 ２点 １点

（１）ＩＣＴ活用工事の試行要領

（２）３次元設計データチェックシート

①３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）
（国土交通省）改定において、提出書類の簡素化により添付書類の提出不要
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実施手続き
フロー 受注者 監督員

(1) ICT活用計画書の提出 ICT活用計画書の受理・確認

(2)
具体の工事実施手段
及び対象範囲の協議

具体の工事実施手段及び対象範囲の受
理・確認

(3) ３次元起工測量費用の見積り徴収

(4)
３次元設計データ作成費用の
見積り徴収

(5)
設計図書の３次元化の指示
（指示書等）

ICT活用工事を希望する旨
の提案・協議

設計図書の3次元化の指示

具体の工事実施手段及び
対象範囲の協議

３次元起工測量費用の
見積り徴収

(6)
ICT建機稼働記録作成
（施工後速やかに）

ICT建機稼働記録の受理ＩＣＴ建機稼働記録の提出

３次元設計データ作成費用
の見積り徴収

施工計画書の提出

20



（１）ICT活用工事を希望する旨の提案・協議
受注者希望型の場合、受注者は、ICT活用工事計画書を発注者へ提出する。

建設生産プロセス
の「□」にチェック
を入れる 該当作業内容の

「□」にチェック
をいれる。
採用する技術番号
を記載する。

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

２

４

２

２✓
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（１）ICT活用工事を希望する旨の提案・協議

計測機器の種類 現場条件例

空中写真測量（ＵＡ
Ｖ）

施工範囲が広い、高圧線が無い、視界が開けている現場

地上型レーザースキャ
ナ（ＴＬＳ）

橋の下などの計測が必要な現場、狭隘部、DID該当地区、住宅密集地、
交通量の多い道路などが隣接している現場

地上移動体搭載型
レーザースキャナ

比較的直線で施工延長が長い現場、地表の凹凸が少ない現場

TS（ノンプリ） 小規模現場、施工完了した所から順に計測を実施する現場

TS等光波方式（TS出
来形として用いる場
合）

出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面
積が限定される等、面管理が非効率になる場合

TS等光波方式（面管
理として用いる場合）

小規模現場、施工完了した所から順に計測を実施する現場

無人航空機搭載型レー
ザースキャナー

施工範囲が広い、高圧線が無い、綺麗に伐採除根ができないような
箇所（多少の草木であればレーザー地盤に届くため）

計測機器の種類

22
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（２）具体の工事実施手段及び対象範囲の協議

工事範囲の全体を
ICT活用工事適用と

する場合
記載例①

一部分をICT土工の適
用とする場合（法面整

形等のみ）
記載例②

ICT適用範囲

工事範囲

◆ 発注方式に関わらずICT活用工事の各プロセスにおける実施手段及び対
象範囲を平面図や横断図により、監督員と協議する。

◆ 他工区の取り合いやすりつけ区間など、３次元起工測量や３次元出来
形管理、ＩＣＴ建設機械による施工が困難な場合は、監督員と協議の
上、対象範囲から除外すること。（記載例②参照）

◆ 従来手法より生産性が低下することがないよう留意すること。

◆ 対象範囲以外については、従来通りの起工測量、出来形管理が必要と
なる。

［対象範囲の記載例］
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☆施工計画書への記載事項例

MCバックホウ 1.4m3 1 掘削工

主要船舶・機械

指定機械 使用するICT建機を記載 施工方法 ICT施工の流れが分かるよ
うに記載することが望まし
い

ICT建機の仕様

24
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ICT建機の精度確認について

ICT建機の精度によって仕上がり面の出来
形精度に影響が出てくるため、納入時や使
用前に精度確認を実施する必要がある。

その手法と確認シート様式を添付し、提出
する旨を記載しておくことが望ましい。

施工管理計画

3次元出来形管理を
行う工種の記載

施工範囲や出来形管理箇
所を明示する

面管理の場合の出来形管
理基準を記載する

☆施工計画書への記載事項例

25
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使用機器・ソフトウェア

機器構成や名称等が
分かるように記載

要求される精度について、どのよ
うに確認するか、また、証明する

資料を添付するか記載

メーカー推
奨の定期点
検記録

精度確認試験結果報告書、
メーカー推奨の定期点検

記録の添付

機器の仕様を記載

各ソフトウェア
のカタログ

点群処理や３次元設計データ作成等に
用いたソフトウェアの、仕様が確認で

きるカタログ等を添付する。

☆施工計画書への記載事項例

精度確認試験結果

26

実施手続き



現場内における標定点及び検
証点の位置を記載

飛行禁止エリアへの該当有無

撮影計画の記載。
オーバーラップ、飛行ルート、
地上画素寸法の算出根拠等

☆施工計画書への記載事項例

UAV飛行計画

27
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（３）（４）３次元起工測量費用等の見積り徴収

 見積りの徴収は発注者が行う。

 協議により決定した対象範囲について見積りを徴収する。

 従来手法の起工測量にかかる経費は諸経費に含まれているため、ＩＣＴ

で実施する項目の経費のみ計上する。

 見積りには、一般管理費等の経費は含まない。

３次元起工測量費用、３次元設計データの作成費用の見積りを徴収する。
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（５）設計図書の３次元化の指示
 ICT活用工事は、発注者指定型、受注者希望型にかかわらず、当面の間
は、測量・設計を通じて3次元のデータが整備されていないことから、
従来通り２次元図面で契約する。

 工事契約後に監督員から契約図書の３次元化等を指示する。

 受注者は、設計図書のうち平面線形、縦断線形、横断形状と、３次元起
工測量などによって得られた３次元地形データを使って、３次元設計デ
ータの作成を行う。

29
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３次元設計データチェックシートの提出
3次元設計データ作成後、受注者はチェックシートを提出する。

30

実施手続き



（６）ICT建機稼働記録の提出（掘削、床掘を実施した場合）

注）
1. 施工条件区分毎に様式を作成。施工条件区分

について、該当する項目に○を記入。
2. 各日にＩＣＴ建設機械、通常の建設機械の稼

働台数を記入。
3. 稼働状況については下記の方法、または、監

督員と協議のうえ定めた、その他の方法によ
り確認を行うこと。

ＩＣＴ建設機械による施工日数（使用台数）をＩＣＴ施工に要した全施工日
数（ＩＣＴ建設機械と通常の建設機械の延べ使用台数）で除した値をＩＣＴ
建設機械稼働率とする。なお、ＩＣＴ建設機械稼働率は、小数点第３位を切り
捨て小数点第２位止とする。

• ＩＣＴ建設機械、通常の建設機械の稼働前点
検の記録＋写真の提出により稼働日を確認す
る。

• ＩＣＴ建設機械については、施工履歴の提出
による確認に代えることができる。

 受注者は、監督員がICT施工の実績に応じた積算を実施するために、

「ICT建機稼働記録」を作成する。

【ＩＣＴ土工にかかるＩＣＴ建設機械稼働率の算出】

ICT稼働実績表
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実施手続き



ＩＣＴ活用工事とは？
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